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要  旨 

 

人口減少，世界経済多極化等を背景に潜在成長率の低下が懸念されるわが国経済において，

GDP の 7 割を占めるサービス産業の活性化は重要な課題である．しかし，同産業における

①データ制約（製造業に比して統計データが未整備であること）および②業種分類問題（同

一業種分類内に異なるイノベーション・システム特性を持つ事業所が混在していること）が

同産業のイノベーション生成要因や生産性向上に係る実証分析を困難としている．本稿1で

は，業種分類問題に対応するため， F. Malerva が提唱する SSI（セクトラル・システムズ・

オブ・イノベーション）の概念に示されたイノベーション・ファクター（①知識と技術，②

アクターとネットワーク：アクター間の相互作用および③制度：規制等）に対するアクター

の感応度をテキストマイニングにより定量的に計測し，その結果から JSIC 細分類（4 桁分

類）業種を８種のセクターに分類（カテゴリー化）することを試みた．また，各セクターの

イノベーション・システム特性に基づくイノベーション・ポテンシャルを確認するため，イ

ノベーション促進的イノベーション・ファクターである上述①および②の感応度と JIP デー

タベース産出額等パフォーマンス指標との相関関係を分析したところ正の相関があること

が確認され，さらにイノベーション抑制的イノベーション・ファクターである③の感応度が

高い業種を抽出し同様の分析を行ったところ正の相関関係が弱まることが確認された．  

 

キーワード：サービス産業，生産性，イノベーション，テキストマイニング，JIP, JSIC 

JEL classification: D24，L52，L80 
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な議論を喚起することを目的としています。論文に述べられている見解は執筆者個人の責任で発表

するものであり、（独）経済産業研究所としての見解を示すものではありません。 
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１．はじめに 

 

日本およびＯＥＣＤ諸国においてＧＤＰの７割を超えるウェイトを持つサービス産業に

対する関心は、1990 年代後半の米国における卸売・小売業や金融などのサービスセクターに

おける生産性向上により成長産業として再評価2されることで急速に高まった．特に，人口

減少，世界経済多極化等を背景に潜在成長率の低下が懸念されるわが国経済においては，今

後のサービス産業活性化は最重要課題の一つと目されている． 

しかし，サービス産業のイノベーション研究や生産性分析においては二つの問題が生じて

いる．一つはデータ制約であり，工業統計など網羅性・連続性の高い基礎統計が充実してい

る製造業と比べて，サービス産業では特定業種の統計が断片的に存在するのみであり，精緻

な定量的分析を困難にしている．もう一つは業種分類問題である．一般に使用される業種分

類は主に生産物の種類によって分類される「生産物分類」であり，生産物が多様でかつ変化

が著しいサービス産業においてこのような業種分類を用いた場合，異なるイノベーション生

成の仕組み（以下，イノベーション・システム）を有する企業・事業所が同一業種に混在し

て分類される恐れがあり，内的・外的ショックの影響等を業種レベルで正確に把握すること

を困難にしている． 

 

本稿では，業種分類問題に対応するため， F. Malerva が提唱する SSI（セクトラル・シス

テムズ・オブ・イノベーション）の概念に示されたイノベーション生成要因（以下，イノベ

ーション・ファクター），具体的には①「知識と技術」，②「アクターとネットワーク：アク

ター間の相互作用」および③「制度：規制等」に対する，各業種におけるアクターの感応度

をテキストマイニングにより定量的に計測し，その高低に基づき，JSIC 細分類（4 桁分類）

業種を８種のセクター3に分類（カテゴリー化）することを試みる．  

また，各セクターのイノベーション・システム特性から予測されるイノベーション生成の

潜在的可能性（以下，イノベーション・ポテンシャル）の有無を確認するため，分析対象で

あるサービス産業業種において，イノベーション促進的イノベーション・ファクターである

上述①および②の感応度と長期パフォーマンス指標（JIP データベース産出額および TFP の

変化率）との相関関係を分析するとともに，イノベーション抑制的イノベーション・ファク

ターの影響を把握するため③の感応度が高い業種のみでグループ化し同様の分析を行う． 

 

本稿の構成は次の通りである．第 2 節では，財貨および製造業ならびにサービスおよびサ

ービス産業の性質の差異と，後者の特質がデータ制約と業種分類問題を生む主たる要因であ

ることを述べ，第 3 節では，業種分類問題に対応するためにカテゴリー化において用いるイ

ノベーション・ファクターの概念上の根拠である SSI の概念を概説する．そして第 4 節では，

イノベーション・ファクターの感応度計測に関する考え方と手法を説明し，第 5 節で，感応

度の計測結果によるサービス産業 JSIC 細分類（4 桁分類）業種のセクター分類結果を提示す

るとともに，各セクターのイノベーション・システム特性と，そこから予測されるイノベー

ション・ポテンシャルに言及する．さらに，第 6 節では，予測されたイノベーション・ポテ

                                                        
2 サービス産業セクターは，他に分類されないその他として「消極的分類」（Riddle,1986），「残り物」（Clark，1940）
と言われる．このような取扱いが非生産的な業種という偏見を生んでいる可能性がある（Tethre and Metcafe,2004）． 
3 イノベーション促進的イノベーション・ファクター①および②に対する感応度の高低で４種，加えてイノベーショ

ン抑制的イノベーション・ファクター③の高低を加味すれば８種のセクターに分類（カテゴリー化）される． 



 

 3

ンシャルの有無を確認するため，分析対象であるサービス産業業種のイノベーション・ファ

クター感応度と JIP データベース産出額等長期パフォーマンス指標との相関関係を分析し

その結果を示す．そして，最終節では結論および今後の研究課題を記す． 

 

 

２．サービスとサービス産業 

 

（１）サービスとは何か 

経済活動（生産，交換および消費）の対象は，財貨（モノ）とサービスの二つであ

り，いずれも経済主体の利便性を高める価値を持つ生産物である．両者を比較した場

合，後者は，前者に比して以下の性質を強く持っている． 

 

①無形であること 

②交換時に所有権の移転を伴わないこと 

③生産と消費の同時性（在庫の不存在） 

④非同質性 

⑤価値の主観的評価 

 

サービス内容により，例えば接客サービスのようにこれらの性質がすべて当て嵌ま

るものもあれば，IT サービスのように情報論的な実体を持ち一部が当て嵌まらないも

のもあるが，一般的にサービスはモノと比べれば計測困難な生産物である． 

さらに，大抵のサービスは，機能および価値が単一でない．たとえば，人はレスト

ランに入るとき空腹を満たす機能を第一に求めるが，同時に味覚を満足させる味や美

術性の高い装飾や高度に訓練された給仕による快適な空間も求める．前者がコアな機

能であり，後者は縁辺的機能であるが，サービスにおいては，しばしば後者の主観的

価値が前者を上回ることもある． 

以上の性質から，サービスをなんらかの統一された基準で計測し，統計化すること

は困難であり，サービス産業のイノベーション研究や生産性分析におけるデータ制約

問題をもたらしている． 

 

（２）サービス産業とは何か 

 サービスの生産行為は，人，モノまたは情報を，物理的，空間的または時間的に変

形することである．たとえば，修理業はモノを物理的に変形し機能を復することで，

倉庫業はモノの使用時期を時間的に変形することで，輸送業は人やモノを移動させ空

間的に変形する（位置関係を変化させる）ことで利便性を高め，需要者（顧客）にと

っての価値を生む． 

 一般に，サービス提供者は顧客に客観的な変形以上のものを，すなわち主観的な体

験を提供していると確信（Tethre,2004）しており，コア機能の実現のみならず，縁辺的

な機能を用いて主観的効用を与える付随的なサービスを提供しようとする．このよう

にサービス産業においては，製造業が単にモノを物理的に変形することで客観的なス

ペックを持つ生産物を生産するのに対して，複雑多岐に亘る生産活動が行われる．さ
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らに，それら多様な生産活動内容（サービス内容や提供方法等）は，前項で述べたサ

ービスの性質により生産物の変化速度が著しく速いため，間断なく変化している． 

そのため，サービス産業の生産活動を体系的に把握することは極めて困難である． 

 

わが国では，産業が行う経済活動（以下，産業活動）を産業・業種別に区分し把握す

るための分類として，日本標準産業分類（JSIC）が広く用いられている．同分類では，

① 生産される財又は提供されるサービスの種類（用途，機能など）， ② 財の生産又は

サービス提供の方法（設備，技術など），③原材料の種類及び性質などをベースに，事

業所の数、従業者の数、生産額または販売額等が考慮されることによって産業・業種が

分類されている4．  

同分類の基本的スタンスは産業と生産物を関連づけた「生産物分類」であり，国際的

に見ても主流である．しかし，前述の通りサービス産業においては生産物が複合的であ

る上に産業活動内容の変化が速いため，経済主体のイノベーション・生産活動を業種レ

ベルで把握するという用途においては問題が生ずる．同スタンスに基づく分類では，経

済活動パターンや事業特性5の異なる事業主体が混在する可能性が製造業に比して高い

と考えられる． 

産業・業種レベルの実証分析を行うとき，分析者は全ての事業主体を個々に分析対象

とすることは，実務的に不可能であるため，代表的企業におけるケース・スタディ分析

を行うか，産業・業種分類に従って集計されたデータを用いて分析するかを選択するこ

ととなる．後者の場合，暗黙の裡に分類された産業・業種に属する事業主体は概ね類似

の性質を持っているとの前提がおかれ，たとえば，内部・外部ショックによる分析対象

の産業･業種への影響などが分析される．しかし，分析対象である産業・業種の中に，

ショックに対して異なる反応を示す事業体が含まれるならば，正しい結論を導くことは

困難であろう．サービス産業のイノベーション研究や生産性分析を行う場合，産業・業

種分類上の問題に直面することは避けられないと考えられる． 

よって，イノベーション研究や生産性分析を行う場合には，イノベーション・システ

ム特性を考慮した企業や業種の集団化（セクター分類），すなわちカテゴリー化による

補完が必要となる．  

 

 

３．セクター分類と SSI（セクトラル・システムズ・オブ・イノベーション）の概念 

 

（１）セクター分類 

 何らかの基準を設け経済主体をセクター分類することは，経済や産業構造を把握す

るための方法論として経済学発祥と同時に存在しており，ケネーの経済表では地主，

農民・農業従事者および職人・商人の３分類による経済循環が示され，アダム・スミ

スは地主，資本家および労働者の３分類によって資本蓄積と経済成長を説明した．ま

た，第一～三次産業の分類によって，就業人口が経済発展とともに第一次から第二次，

                                                        
4 1949 年の設定以降 60 年余りの間に 12 次の改訂が産業構造の変化に対応して施されている． 
5 たとえば，企業の経済活動パターンや特性の差違は，企業が持つリソース，組織構造，意志決定システム等によっ

て生ずる． 
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第二次から第三次にシフトする経済構造の変化（ペティ=クラークの法則）が明示的に

示された．産業組織論においては，市場を競争形態でセクター分類し，集中，参入・

退出，垂直統合，企業成長或いは企業戦略などをテーマとして様々な分析がなされ，

シュンペーター学派では，技術的参入が容易で起業家と新たな革新家が創造的破壊を

行うＭａｒｋⅠと大企業支配による漸進的技術進歩が行われるＭａｒｋⅡという２区

分の産業分類での分析が行われている． 

 

イノベーション生成を考えるための実践的なセクター分類としては，OECD による

highR&D-intensive（電機や医薬品）と lowR&D-intensive（繊維や靴）の分類などがあり，

中でも，実証分析に基づき提唱された K.Pavitt（1984）の分類は広く知られている．   

Pavitt は， 1945 年～83 年までに英国で発生したイノベーションとその伝播を分析す

ることにより，殆どのイノベーションがコアセクター（電機，機械や化学）で始まり，

セカンドセクター（自動車や冶金）に伝わり，ユーザーセクター（サービス業）が吸

収することを明らかにし，その上で以下のセクター分類を提唱している． 

 

①供給側主導の技術ユーザーセクター（繊維、サービス等）：新技術は道具に体化． 

②規模集中的セクター（自動車、鉄鋼等）：内部研究開発と道具体化技術を使い，そ

の体化技術の専有性は秘密裏に或いは特許により確保． 

③供給側セクター（部品製造）：技術ベースは期待応対力，信頼性やカスタマイズ能

力であり，その源泉は内部（暗黙知と経験スキル）と外部（ユーザー企業との相互

作用）．専有性はローカライズかつ知識の相互作用的利用に由来． 

④サイエンスベースのセクター（医薬品、電機等）：技術ベースは高水準の製品・工

程におけるイノベーションであり，その源泉は内部研究開発とサイエンスリサーチ．

専有性は様々であり，特許，習熟曲線，企業秘密などに由来． 

 

このような，技術の性質と発生形態および専有性の形態を基準としたセクター分類

は，産業または国レベルのイノベーション･プロセス分析に明確な視座を与えたことで，

学術的にも実務的にも大きな貢献があった．しかし，サービス産業における分析のた

めには，技術以外のイノベーション・ファクターへの考慮が乏しいこと，およびサー

ビス産業内におけるイノベーション･プロセスが描かれていない点で不足がある． 

 

次項で示す F. Malerva が提唱する SSI（セクトラル・システムズ・オブ・イノベーシ

ョン，以下 SSI）の概念には，より広範なイノベーション・ファクターが包括的に組み

込まれており，サービス産業のイノベーション・システム特性に基づくセクター分類

（カテゴリー化）を行うためには適している． 

 

（２）SSI（セクトラル・システムズ・オブ・イノベーション）の概念 

F. Malerva が提唱する SSI の概念の要点は，以下の通りである． 

 

産業セクター内において，共通した知識ベースや技術を有する（しかし，特化された

習熟過程，能力，組織構造，信念および目的を持つ）アクターが，コミュニケーション，
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交換，取引，協力，競争および命令等のネットワーク活動を通じて相互作用を生み出し，

イノベーション・生産活動を行う．そして、ルールや規制などの制度によってその活動

は shape される．産業セクターが持つイノベーション・システムは，３つの building block

（①知識と技術，②アクターとネットワークおよび③制度）により形成され，それらに

よって性格づけられる． 

 

   以上の SSI の概念に基づけば，当該産業のイノベーション･システム特性は，同シス

テムを形成する３つの building block によって決定される．以下のように，３つの building 

block はイノベーション生成過程における重要なイノベーション・ファクターであるの

で，３つのイノベーション・ファクターに決定されたイノベーション･システム特性は

イノベーション・ポテンシャルの大きさを左右すると考えられる．  

                  

①知識と技術（以下，SSI-1）は多くのイノベーション研究において，重要なイノベー

ション・ファクターと位置づけられており，この水準が高い或いは増加傾向にある

産業，業種，企業，事業所または組織はイノベーション・ポテンシャルが高い． 

②アクターとネットワーク（以下，SSI-2）は相互作用の場を形成する．イノベーショ

ン研究において，SSI の概念の上流にあるイノベーション・システム・アプローチ6

および進化経済学では相互作用がイノベーション生成に大きな役割を果たす7．

SSI-2 が活性的な状況（アクターが相互作用促進に対して積極的であり，十分な規

模のネットワークが存在するか拡張できる環境）にある産業，業種，企業，事業所

または組織はイノベーション・ポテンシャルが高い． 

③制度（以下、SSI-3）は、SSI-1 および SSI-2 によって形成されたイノベーション・

ポテンシャルを shape する．たとえば，規制などのようにアクターの行動を制限す

ることを通じてイノベーション・ポテンシャルに影響を与える． 

 

本稿では，３つの building block を３種のイノベーション・ファクター（SSI-1，SSI-2

および SSI-3）として捉え，同イノベーション・ファクターの強弱を用いて JSIC 細分類

業種のイノベーション・システム特性を決定し，その結果によりセクター分類すること

（カテゴリー化）を試みる8．  

 

 

４．イノベーション・ファクター感応度による JSIC 細分類業種のカテゴリー化 

 

 本稿では，イノベーション・システム特性を決定する３つのイノベーション・ファクター

（SSI-1，SSI-2 および SSI-3）の強弱は，アクターの同ファクターの変化に対する感応度（或

                                                        
6 イノベーション・システム・アプローチには，国民的システム論   Freeman(1987),Lundvall 他(1992),Nelson 他(1993)，
テクノロジー・システム論  Carlsson 他(1995)，地域システム論  Cooke 他(1998)，セクターシステム論 Malerva 他
(1997)がある． 
7 たとえば，Nelson 他（1982）は，アクター間の既存ルーティーン（規則的な予測可能な行動パターン）の新たな結

合によるイノベーション生成を示唆している． 
8 SSI の概念を用いて，特定業種のケース・スタディ分析においてイノベーション・システム特性を明らかにした優れた研究はこれ

までに多数見られるが，既存業種のセクター分類（カテゴリー化）に応用された研究は現在のところ見当たらない． 
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いは関心度）の高低で表されると仮定し，その代理変数としてテキストデータにおける関連キ

ーワードの出現率を用いる9．分析対象，具体的手法および使用するデータは以下の通りであ

る． 

  

（１）分析対象とするサービス産業（JSIC 細分類業種） 

サービス産業の範囲を，JSIC 大項目 G～T（細分類７０２業種）と想定し，このうち，

公的機関など，経営スタンスにおいて事業性のウェイトが低い業種は，特異な（比較

困難な）イノベーション・システム特性を持つ可能性が高いと判断し分析非対象とし

た．また，主として管理事務を行う本社等やその他の管理,補助的経済活動を行う事業

所等の事業実体のない細分類業種も分析非対象とし，残る４３５細分類業種を分析対

象業種とする． 

 

（表１挿入） 

 

 

（２）テキストマイニングによるイノベーション・ファクター感応度計測 

前述の通り，本稿では，分析対象業種のイノベーション・システム特性を，３種の

イノベーション・ファクター（SSI-1，SSI-2 および SSI-3）に対する当該業種に関係す

るアクターの感応度の高低の組み合わせによって決定する． 

この感応度を客観的・定量的に計測するために，テキストマイニング技術を用いる．

テキストマイニングは，定型化されていない文章（自然文）を自然言語解析10し，特定

の単語やフレーズの出現頻度を計測することで，有用な情報を抽出する技術・手法で

あり，応用例の一つとして，所定のテキストデータにおける特定の単語の出現率を算

出することができる． 

新聞紙上において，特定業種に関する記事の文中に，ある特定の単語が高い頻度で

現れる（出現率が高い）ならば，同記事の読者である当該業種の利害関係者はその単

語に対して高い関心を抱いている（感応度が高い）と考え11，出現率を感応度の代理変

数として使用する．具体的には，業種関連新聞記事データを自然言語解析し，イノベ

ーション・ファクターに関連するキーワード（以下，SSI キーワード）別の出現率を下

式に基づき算出する． 

 

SSI キーワード出現率＝SSI キーワード出現頻度／総名詞数 

 

SSI キーワードは，イノベーション・ファクター毎に３グループ（以下，SSI-1 キー

ワードグループ，SSI-2 キーワードグループおよび SSI-3 キーワードグループ）に分け，

                                                        
9 テキストデータを用いた業種分類の試みとしては，財務諸表内の製品説明（product description）の記述から企業間

の関係性を導出し業種分類を行った Hoberg 他(2010）の研究がある． 
10 具体的には，形態素解析（文章を品詞別に単語に区切る）および構文解析（単語間の係り受けを明らかにする）

を行うことであり，これら解析は大阪大学松村真宏准教授等が開発したﾃｷｽﾄﾏｲﾆﾝｸﾞｿﾌﾄ TTM（TinyTextMiner）を用い

ることで可能である．本稿における大容量データでの出現率計測にあたっては，松村真宏准教授による同ソフトのチ

ューニングによって効率的な作業が可能となった．記して感謝したい． 
11
記事の執筆者は読者が欲する情報を提供しようとするため，記事文章中の用語使用には読者の関心対象が反映され

る． 
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各々の出現率を算出する．SSI-1 キーワードグループ，SSI-2 キーワードグループおよ

び SSI-3 キーワードグループは，各々１０語，９語および１７語 の SSI キーワードに

より形成されている12． 

 

（表２挿入） 

 

業種毎に算出された SSI キーワード出現率を SSI-1 キーワードグループ，SSI-2 キーワ

ードグループおよび SSI-3 キーワードグループ毎に集計することにより，各業種は固有

のイノベーション・ファクター出現率を得る．分析対象業種間における相対的な出現率

の高低により，３種のイノベーション・ファクター（SSI-1，SSI-2 および SSI-3）に関

して，どのイノベーション・ファクターの感応度が他業種に比して高いのか或いは低い

のかを定量的に観測することができる．この結果を比較することにより，当該業種のイ

ノベーション・システム特性を明らかにでき，たとえば，SSI-1 キーワードグループ内

の「技術」という単語の出現率が他業種よりも高い業種は，「技術」に対する当該業種

の利害関係者の感応度が高く，イノベーション・ファクターのうち SSI-1 が重要視され

るイノベーション・システム特性を有すると考えられる． 

 

（３）分析対象のテキストデータベースおよび作業工程の概略 

 分析対象となる新聞記事データは，日経新聞朝夕刊，日経産業新聞および日経地方

経済面の全文記事データ（1991～2010 年）であり，データサイズは，記事数 516 万件，

文字数 23 億字である．このうち，文化欄，スポーツ欄，人事または広告欄など産業，

企業関連情報が含まれていない記事を除外し，また，解析ソフトで対応できない記号

等を含む記事は修正または修正できない場合は除外した．その結果，分析に用いるテ

キストデータベースのサイズは記事数 194 万件，文字数 9 億字となった．このデータ

ベースを用いて，以下の手順により業種毎にイノベーション･ファクター（SSI-1，SSI-2

および SSI-3）別出現率を算出した． 

 

・同データベースを，業種分類キーワード13により４３５業種別に分類（複数の業

種分類キーワードがヒットした記事については複数の業種に関する内容である

と考え分析対象外としている）．なお，抽出された記事によっては，産業，企業

関連情報を含まない内容である場合があるため，業種分類キーワードに加えて

and 条件で「経営」を付加し検索を行った．さらに，一部の業種分類キーワード

                                                        
12 SSI キーワードは，F. Malerva 論文中に示された，３つの building block に関連する単語（以下，コア単語）を和訳

し，独立行政法人情報通信機構が開発した「日本語 Wordnet」を用いて類義語を抽出しそれらを付加することで拡充

し策定した．なお，SSI-1 関連のコア単語として input があるが，類義語の特定が困難であったため本件分析では対象

街としている．また，拡充後のキーワード群を実際に新聞記事データで形態素解析を行った結果，出現頻度が０であ

ったもの或いは特定の業種に著しく偏って使用されているもの（偏差値が 100 以上のもの）は削除している．なお，

SSI-2 キーワードグループの「命令」系統のキーワードは他の SSI-2 キーワードと異なり，SSI-1 と逆相関となるなど

特異な傾向を示しているため分析対象外としている．  
13
業種分類キーワードは，第 12 回改訂（２００７年改訂）JSIC 業種説明テキストおよび社団法人金融財政事情研究

会の協力により貸与された第 11 次業種別審査辞典（２００８年刊行）本文テキストデータベースから抽出している．

なお，いずれも分析着手時点のデータであるので，JSIC 改訂による業種分類変更の影響は受けない．たとえば，２０

０２年まで製造業に分類されていた出版業や２００７年の改訂によって細分類業種となったドラッグストアなどであ

っても，1991 年以降の新聞情報から関連記事が抽出されている．  
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ではキーワード自体に「経営」を付加している14． 

 

               （表３挿入） 

 

・上述検索により，業種関連記事数が抽出記事数３０件未満，有効記事率15が６０％

未満となった業種は分析対象外とした．その結果，分析対象業種は４２業種とな

り，分析に用いるテキストデータベースのサイズは記事数 3 万件，文字数 0.3 億

字となった． 

 

              （表４挿入） 

 

・同テキストデータベースに対して解析ソフトを用いて，４２業種に区分されたテ

キストデータベースにおける SSIキーワード出現頻度および業種別記事データベ

ースの総名詞数を算出し，業種毎にイノベーション･ファクター（SSI-1，SSI-2

および SSI-3）別出現率を算出した． 

 

     以上の SSI キーワード抽出を含めた全体的な作業工程は下図の通りである． 

 

                   （図１挿入） 

 

 

５．イノベーション・ファクター感応度の計測結果とセクター分類 

 

（１）イノベーション・ファクター感応度の計測（出現率の算出）結果とカテゴリー化 

  まず，業種毎の SSI キーワード４２語の出現率を算出した． 

 

               （表５～７挿入） 

 

さらに，同出現率を SSI-1～SSI-3 キーワードグループ別に集計し，イノベーション･

ファクター別（SSI-1，SSI-2 および SSI-3）出現率（＝イノベーション・ファクター感

応度）を算出した．その結果は以下の通りである． 

 

 SSI-1 最大値 1.4%   最小値 0.1%  平均値 0.5% 

 SSI-2        1.3%            0.3%           0.8%     

 SSI-3        1.5%            0.1%           0.4% 

 

                                                        
14 たとえば，「○○業の会社社長が市の研究会に出席」，「駅前再開発ビルに○○業事業所が入居」といった記事が抽

出されることを回避するため，「経営」を and 条件で検索している．また，ホテルやレストランなど一部業種名に関し

ては，「中小企業が○○ホテルで経営勉強会を行った」といった記事が抽出される問題が残るため，ホテルからホテル

経営というように，業種分類キーワード自体に「経営」を付加している． 
15
複数の業種に対応した記事を削除した後に記事件数が 30 件未満の業種および無作為抽出（５件）した記事のうち，

内容が業界動向や企業情報を含む記事が（有効記事）が６割未満の業種は，分析非対象とした 
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下表では４２業種各々のイノベーション･ファクター別（SSI-1，SSI-2 および SSI-3）

出現率と，その業種間での偏差値を示している． 

 

               （表８挿入） 

               （図３挿入） 

  

偏差値５０以上を H，５０未満を L とすると，４２業種における３種のイノベーシ

ョン･ファクター（SSI-1，SSI-2 および SSI-3）は H または L のいずれかとなり，その

組み合わせによって２の３乗，８種類のセクターに分類される． 

 

（２）各セクターのイノベーション・システム特性およびイノベーション・ポテンシャル 

     イノベーション・ファクターの高低によりカテゴリー化された８種のセクターを， 

SSI-1 と SSI-2 の感応度の高低の組合わせを横に，SSI-3 の感応度の高低を縦に区分し

て示したマトリックスが下図である． 

 

 SSI-1，SSI-2 SSI-1，SSI-2 SSI-1，SSI-2 SSI-1，SSI-2 

SSI-3 

L 

H,H 

①  

H,L 

②  

L,H 

③  

L,L 

   ④ 

SSI-3 

H 

H,H 

⑤ 

H,L 

⑥ 

L,H 

⑦ 

L,L 

⑧ 

 

前節で述べたとおり，SSI-1 および SSI-2 はイノベーション促進的なイノベーション・ 

ファクターであるので，イノベーション・ポテンシャルの大小関係は，①が最も大きく，

②と③がそれに続き，④が最も小さいことが予測される．また，SSI-3 はイノベーショ

ン抑制的なイノベーション・ファクターであるので，SSI-3 が H である下段の⑤～⑧は，

SSI-3 が L である上段の①～④よりも各々ポテンシャルが小さいことが予測される． 

 

（３）セクター図 

本節第１項で示した感応度計測（出現率算出）結果に基づき，JSIC 細分類（4 桁分類）

４２業種を前項で示したマトリックスに配置したものが下図である．前項で示した予測

によれば，たとえば左上のセクター①に配された業種は，イノベーション促進的なイノ

ベーション・ファクターである SSI-1 および SSI-2 に対する感応度が相対的に高く（出

現率が相対的に大きく），イノベーション抑制的なイノベーション・ファクターである

SSI-3 に対する感応度が相対的に低い（出現率が相対的に小さい）というイノベーショ

ン・システム特性を持ち，イノベーション・ポテンシャルは高い． 

このセクター①に配された５業種（移動電気通信業，その他の情報処理・提供サービ

ス，アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ，公認会計士事務所および

税理士事務所）は，JSIC 分類上の小分類（３桁分類），中分類（２桁分類）はもとより

大分類を超えた集団を形成しており，また，逆の視点で全セクターを見ると JSIC 分類
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上の小分類（３桁分類）ベースで同一業種となっている細分類業種６組のうち３組は異

なるセクターに分類されており，「生産物分類」とイノベーション．システム特性によ

り振り分けられたセクター分類とでは業種集団の構成に差違があることが認められる． 

 

                 （図２挿入） 

 

    SSI の概念に示された３種のイノベーション・ファクターの感応度（SSI キーワード

の出現率）により決定されたイノベーション・システム特性により形成された各セクタ

ーは，本節第２項で示したイノベーション・ポテンシャルを持つと予測される． 

予測されるイノベーション・ポテンシャルの有無は，イノベーション・ファクターの

感応度（SSI キーワードの出現率）と中長期的なパフォーマンスとの関係を計測し以下

を観測することで確認できる． 

 

①イノベーション促進的なイノベーション・ファクター（SSI-1 および SSI-2）に対す

るアクターの感応度が高い（SSI-1 および SSI-2 キーワードグループの SSI キーワー

ド出現率が高い）業種は，中長期的には高いパフォーマンスを示す． 

②イノベーション抑制的なイノベーション・ファクター（SSI-3）に対する同感応度が

高い（SSI-3 キーワードグループの出現率が高い）業種は，そうでない業種に比し

て低いパフォーマンスを示す． 

 

 

６．イノベーション・ファクター感応度とパフォーマンスとの相関関係 

 

 （１）パフォーマンス指標 

サービス産業のデータ制約により，分析対象である４２業種に共通し，かつ１０年超

の長期データが得られるパフォーマンス指標は公的統計には存在しない．本稿では，深

尾一橋大教授および宮川学習院大教授等により構築され，経済産業研究所で公開されて

いる，全産業の長期時系列データを格納する JIP データベースにおける産出額成長率と

TFP 伸び率をパフォーマンス指標として用いる． 

ただし，JIP データベースは全産業１０８分類であるため，一部の分析対象細分類業

種に関しては JIP1 業種に複数業種が対応しており，また，イノベーション・ファクター

感応度計測期間が 1991 年から 2010 年まであるのに対して JIP データベースは 2008 年ま

でであり，厳密さにおいて限界のある相関分析となっている． 

 

（２）分析結果 

分析結果は下図の通りである．イノベーション促進的なイノベーション・ファクター

である SSI-1 および SSI-2 の感応度（出現率）を合計した数値と，二つのパフォーマン

ス指標（JIP 名目産出額成長率と JIP 全要素生産性伸び率）との相関係数は，以下の通り

いずれも正の相関関係にあることが確認された． 

    

・JIP 名目産出額成長率との相関  相関係数 ＋０．６３ 
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   ・JIP 全要素生産性伸び率       〃  ＋０．３１ 

 

             （図４，５挿入） 

 

また，４２業種をイノベーション抑制的なイノベーション・ファクターである SSI-3 

感応度（出現率）が低い SSI-3（L）グループ（２５業種）と高い SSI-3（H）グループ

（１７業種）に二分し同様の分析を行った結果，SSI-3（H）グループの業種では相関係

数は下がり，逆に SSI-3（L）グループの業種では相関係数は上がることが確認された. 

 

   ・JIP 名目産出額成長率との相関 SSI-3（L）グループ 相関係数 ＋０．７２ 

                   SSI-3（H）グループ   〃  ＋０．５０ 

・JIP 全要素生産性伸び率     SSI-3（L）グループ   〃   ＋０．４８ 

                SSI-3（H）グループ   〃  ＋０．１６ 

 

                 （図６，７，８，９挿入） 

 

 

７．結論および今後の研究課題 

  

本稿では，サービス産業におけるイノベーション研究や生産性分析を困難とする業種分

類問題に対処するため，JSIC 細分類（4 桁分類）業種における３種のイノベーション・フ

ァクター（①知識と技術，②アクターとネットワーク：アクター間の相互作用および③制

度：規制等）に対するアクターの感応度を計測することにより明らかにされたイノベーシ

ョン・システム特性に基づき，JSIC 細分類（4 桁分類）業種をセクター分類（カテゴリー

化）することを試みた．分析対象となった４２業種は８種のセクターに分類され，各セク

ターはセクター分類（カテゴリー化）の考え方に則して各々異なるイノベーション・シス

テム特性と同特性から予測されるイノベーション・ポテンシャルを有する．予測に合致し

たイノベーション・ポテンシャルの有無を確認するためには，イノベーション・ファクタ

ーの感応度（SSI キーワードの出現率）と中長期的なパフォーマンス（JIP データベース産

出額および TFP の変化率）との関係を計測する必要があるが，相関関係を分析したところ

イノベーション促進的なイノベーション・ファクターへの感応度が高い業種のパフォーマ

ンスは高く，イノベーション抑制的なイノベーション・ファクターへの感応度が高い業種

は，そうでない業種に比して低いパフォーマンスを示すことが確認された． 

 

このセクター分類（カテゴリー化）により，イノベーション研究や生産性分析において，

少なくとも３つの効果が期待できる．まず，本稿の目的である業種分類問題の緩和が果た

される．JSIC 細分類（4 桁分類）業種のイノベーション・システム特性が明らかにされる

ことで，上位の JSIC 業種分類（1～3 桁分類）を取り扱う際にイノベーション・システム

上，異質の JSIC 細分類（4 桁分類）業種の混在を排除することが可能となる．次に，イノ

ベーション・システム特性がイノベーション・ファクターの感応度の高低によって表され

ているので，業種レベルのイノベーション生成における問題点抽出を容易にする．さらに，
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同一セクターに属する JSIC 細分類（4 桁分類）業種は JSIC 業種分類（1～3 桁分類）にお

いて異なる業種であってもイノベーション・システム特性に類似性があるため，異業種間

で分析結果を共用することが可能となり，データ制約問題の緩和に寄与することも期待さ

れる． 

 

しかし，本稿でのセクター分類（カテゴリー化）においては，イノベーション・ファク

ター感応度の計測精度を優先し，情報内容の観点で不純物を含む可能性のあるテキストデ

ータを極力除外した結果，セクター分類対象業種は事業性のあるサービス産業４３５業種

のうちの１割に満たない４２業種となっており，またセクター分類（カテゴリー化）を３

種のイノベーション・ファクターに対する感応度の高低の組み合わせによって決定したた

めセクター数は８種にとどまり，イノベーション研究や生産性分析での活用可能性は限定

的である． 

今後の研究課題は，業種分類キーワードの精査およびテキストデータベースを構成する

記事データベースの選別プロセス精緻化によって出現率算出対象記事データ件数を増加

させること，および潜在的に多様なイノベーション・ファクター情報を含む本稿 SSI キー

ワードを精査し，より細分化されたイノベーション・ファクターを分析することでセクタ

ー数を拡充することである． 

これにより，サービス産業全業種を対象に時間的変遷も含めた多角的な分析を可能とし，

さらには，セクター分類（カテゴリー化）を全産業に拡張することによって，マクロレベ

ルでの効率的なイノベーション生成プロセス解明を促すことも期待される． 
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5

2
4

2
1

0
5
6

各
種

商
品

小
売

業
3

5
2

1
Ｎ

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
Ｓ

公
務

 (
他

に
分

類
さ

れ
る

も
の

を
除

く
)

5
7

織
物

・
衣

服
・
身

の
回

り
品

小
売

業
6

1
4

1
1

0
7
8

洗
濯

・
理

容
・
美

容
・
浴

場
業

7
1
2

1
0

0
9
7

国
家

公
務

3
3

0
0

5
8

飲
食

料
品

小
売

業
8

2
3

2
0

1
7
9

そ
の

他
の

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
8

1
7

1
4

1
9
8

地
方

公
務

2
2

0
0

5
9

機
械

器
具

小
売

業
4

1
2

9
1

8
0

娯
楽

業
8

3
8

2
9

3
6
0

そ
の

他
の

小
売

業
1
0

3
8

3
5

5
Ｔ

分
類

不
能

の
産

業
6
1

無
店

舗
小

売
業

4
1
0

7
0

9
9

分
類

不
能

の
産

業
1

1
0

0
小

計
1
1
4

3
0
8

2
4
5

2
2

小
計

1
0
2

2
3
8

1
5
7

1
7

小
計

7
7

1
5
6

3
3

3
総

計
2
9
3

7
0
2

4
3
5

4
2

表
1
.
 
J
S
I
C
業

種
及

び
分

析
対

象
業

種
一

覧
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表
2
.
 S
S
I
キ

ー
ワ

ー
ド

一
覧

 

  

日
本

語
訳

同
義

語
S
S
Iキ

ー
ワ

ー
ド

kn
o
w

le
dg

e
知

識
智

識
,知

識
,了

知
,ナ

レ
ッ

ジ
,認

識
,認

知
,ノ

レ
ッ

ジ
,ノ

リ
ッ

ジ
,見

聞
,智

見
,情

報
,知

見
,デ

ー
タ

te
c
h
n
o
lo

gy
技

術

ノ
ー

ハ
ウ

,ノ
ウ

ハ
ウ

,技
能

,技
術

,巧
手

,ス
キ

ル
,伎

倆
,腕

前
,技

量
,技

倆
,手

並
,テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
,テ

ク
ノ

ロ
ジ

,科
学

技
術

,工
学

,熟
達

,手
練

,実
力

,熟
練

,上
達

,技
工

,力
量

,力
倆

,
技

芸
,技

巧
,ア

ビ
リ

テ
ィ

ー
,手

腕
,手

技
,テ

ク
ニ

ッ
ク

,方
法

,
技

法
,手

法

c
o
m

m
u
n
ic

at
io

n
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

通
信

,伝
達

,コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

,コ
ミ

ュ
ニ

ケ
イ

シ
ョ
ン

e
xc

h
an

ge
交

換
引

替
,引

換
,交

換
,取

替
,付

替
,代

替
,交

代
,置

換
,交

替
,交

換
局

,更
代

,交
流

c
o
o
pe

ra
ti
o
n

協
力

協
調

,提
携

,協
働

,連
携

,共
力

,協
力

c
o
m

pe
ti
ti
o
n

競
争

競
合

,競
争

c
o
m

m
an

d
(命

令
)

(職
権

,命
令

,認
可

,許
可

,承
認

,認
定

,公
認

,授
権

,御
墨

付
き

,免
許

,指
図

,訓
令

,指
令

,指
示

)
(命

令
,免

許
,認

定
,承

認
,許

可
,指

示
)

n
o
rm

s
規

範
規

格
,規

準
,基

準
,規

範
,標

準
,軌

範
ro

u
ti
n
e
s

ル
ー

テ
ィ

ン
日

課
,ル

ー
テ

ィ
ン

業
務

,ル
ー

チ
ン

業
務

c
o
m

m
o
n
 h

ab
it
s

習
慣

流
儀

,因
習

,格
例

,風
儀

,習
慣

,旧
習

,式
例

,常
例

,風
俗

,為
来

,風
習

,仕
来

,惰
性

,遺
風

,因
襲

,定
例

,慣
習

,旧
例

,習
俗

,
慣

例
,慣

行
,常

習
,行

動
様

式
,習

癖
,御

定
,定

型
,定

規
,手

風

e
st

ab
lis

h
e
d 

pr
ac

ti
c
e
s

慣
習

因
習

,習
慣

,旧
習

,式
例

,伝
統

,為
来

,風
習

,仕
来

,遺
風

,因
襲

,定
例

,慣
習

,古
例

,習
俗

,慣
例

,慣
行

,俗
習

,恒
例

ru
le

s
規

則
準

則
,紀

律
,規

準
,縄

墨
,置

き
目

,規
定

,ル
ー

ル
,律

格
,置

目
,規

矩
,準

縄
,規

則
,定

事
,法

令
,正

規
,典

則
,法

例
,法

条
,

法
度

,法
則

,約
束

,規
律

,方
則

la
w

s
法

律
科

条
,法

規
,法

律
,法

令
,法

条
,条

例
,律

令
,置

き
目

,法
典

,
置

目
,国

法
,法

制
,王

法
,成

文
法

st
an

da
rd

s
基

準

尺
度

,物
指

し
,規

準
,縄

墨
,ス

タ
ン

ダ
ー

ド
,物

指
,物

差
,基

準
,規

範
,標

準
,物

差
し

,軌
範

,準
則

,試
金

石
,規

格
,準

拠
,

判
定

基
準

,規
矩

,準
縄

,基
軸

,典
範

,座
標

軸
,目

安
,座

標
,

標
準

尺
度

re
gu

la
ti
o
n
s

規
制

規
制

,準
則

,規
格

,規
程

,規
準

,矩
則

,規
定

,清
規

,ル
ー

ル
,

律
格

,規
矩

,戒
律

,条
令

,規
則

,法
令

,正
規

,典
則

,本
則

,法
例

,会
則

,法
条

,法
度

,法
則

,レ
ギ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

,定
規

,規
律

,原
則

,方
則

,法
式

,定
則

,条
例

tr
ad

it
io

n
s

伝
統

伝
統

c
o
n
ve

n
ti
o
n
s

因
習

因
習

,習
慣

,旧
習

,古
格

,旧
套

,伝
統

,為
来

,風
習

,仕
来

,因
襲

,慣
習

,御
定

,流
俗

,在
来

,常
套

,慣
例

主
義

,俗
習

,恒
例

,
習

俗
,因

習
尊

重
,慣

例
,慣

行

知
識

,認
識

,技
術

,ノ
ウ

ハ
ウ

,方
法

,手
法

,手
腕

,
実

力
,科

学
技

術
,工

学

法
令

,規
制

,法
制

,条
例

,規
則

,規
定

,標
準

,基
準

,
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
,ル

ー
ル

,約
束

,原
則

,尺
度

,目
安

,
習

慣
,伝

統
,定

例

知
識

と
技

術

ア
ク

タ
ー

と
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

制
度

交
換

,交
流

,交
代

,協
調

,提
携

,連
携

,協
力

,競
合

,
競

争
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細
分

類
業

種
名

J
S
IC

業
種

情
報

業
種

別
審

査
辞

典
業

種
固

有
用

語

3
8
2
3

　
衛

星
放

送
業

衛
星

放
送

事
業

|衛
星

放
送

業
|衛

星
通

信
事

業
Ｂ

Ｓ
放

送
|デ

ジ
タ

ル
Ｃ

Ｓ
放

送
|デ

ジ
タ

ル
Ｂ

Ｓ
放

送

3
9
2
9

　
そ

の
他

の
情

報
処

理
・
提

供
サ

ー
ビ

ス
業

市
場

調
査

業
|世

論
調

査
業

|情
報

処
理

サ
ー

ビ
ス

業
|情

報
提

供
サ

ー
ビ

ス
業

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

業
界

|イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

業
|市

場
調

査
業

界
|リ

サ
ー

チ
会

社
|ア

ウ
ト

バ
ウ

ン
ド

事
業

|テ
レ

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
会

社
|イ

ン
バ

ウ
ン

ド
事

業
|テ

レ
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

市
場

4
0
1
2

　
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ
ン

・
サ

ー
ビ

ス
・
コ

ン
テ

ン
ツ

・
プ

ロ
バ

イ
ダ

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

プ
ロ

バ
イ

ダ
|

ウ
ェ

ブ
コ

ン
テ

ン
ツ

提
供

業
|ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ
ン

サ
ー

ビ
ス

コ
ン

テ
ン

ツ
プ

ロ
バ

イ
ダ

Ａ
Ｓ

Ｐ
事

業
|Ａ

Ｓ
Ｐ

事
業

者
|プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
事

業
|ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
作

成
代

行
業

|モ
バ

イ
ル

コ
ン

テ
ン

ツ
関

連
市

場
|モ

バ
イ

ル
コ

ン
テ

ン
ツ

関
連

企
業

|モ
バ

イ
ル

コ
マ

ー
ス

市
場

|コ
ン

テ
ン

ツ
開

発
事

業
者

7
5
1
1

　
旅

館
，

ホ
テ

ル
旅

館
経

営
|ホ

テ
ル

経
営

|民
宿

経
営

9
2
3
1

　
警

備
業

警
備

業
|警

備
保

障
業

機
械

警
備

業
|警

備
業

界
|警

備
事

業
者
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細
分

類
業

種
名

記
事

数
細

分
類

業
種

名
記

事
数

3
7
2
1

移
動

電
気

通
信

業
4
2
4
2

6
0
9
8

中
古

品
小

売
業

（
骨

と
う

品
を

除
く
）

3
0

3
8
2
3

衛
星

放
送

業
1
1
9

6
2
2
1

普
通

銀
行

4
1
9
1

3
8
3
1

有
線

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

業
5
2

6
2
2
3

信
託

銀
行

2
2
2
5

3
9
2
9

そ
の

他
の

情
報

処
理

・
提

供
サ

ー
ビ

ス
業

4
6

6
4
1
1

消
費

者
向

け
貸

金
業

5
5

4
0
1
2

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
サ

ー
ビ

ス
・
コ

ン
テ

ン
ツ

・
プ

ロ
バ

イ
ダ

6
6

6
4
3
1

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

業
2
4
3

4
0
1
3

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
利

用
サ

ポ
ー

ト
業

8
7
9

6
5
1
3

投
資

運
用

業
1
9
5
2

4
1
2
1

レ
コ

ー
ド

制
作

業
1
7
7

6
7
1
1

生
命

保
険

業
（
郵

便
保

険
業

，
生

命
保

険
再

保
険

業
を

除
く
）

8
7

4
1
4
1

出
版

業
9
4

6
7
2
1

損
害

保
険

業
（
損

害
保

険
再

保
険

業
を

除
く
）

1
5
8

4
2
1
1

普
通

鉄
道

業
5
3
4

7
0
1
1

総
合

リ
ー

ス
業

1
7
3

4
3
2
1

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
業

1
4
3

7
2
4
1

公
認

会
計

士
事

務
所

3
3

4
6
1
1

航
空

運
送

業
4
0
0

7
2
4
2

税
理

士
事

務
所

6
4

4
7
1
1

倉
庫

業
（
冷

蔵
倉

庫
業

を
除

く
）

1
8
5

7
3
1
1

広
告

業
2
0
0

5
0
1
1

各
種

商
品

卸
売

業
（
従

業
者

が
常

時
1
0
0
人

以
上

の
も

の
）

5
1
6
1

7
5
1
1

旅
館

，
ホ

テ
ル

9
5
0

5
2
2
2

酒
類

卸
売

業
1
5
9

7
6
1
1

食
堂

，
レ

ス
ト

ラ
ン

（
専

門
料

理
店

を
除

く
）

2
2
4

5
6
1
1

百
貨

店
，

総
合

ス
ー

パ
ー

1
1
3

7
9
1
1

旅
行

業
(旅

行
業

者
代

理
業

を
除

く
)

3
5
9

5
8
9
1

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

（
飲

食
料

品
を

中
心

と
す

る
も

の
に

限
る

）
1
3
4
2

8
0
1
1

映
画

館
5
4

5
9
1
1

自
動

車
（
新

車
）
小

売
業

6
6

8
0
5
2

遊
園

地
（
テ

ー
マ

パ
ー

ク
を

除
く
）

2
3
1

6
0
3
1

ド
ラ

ッ
グ

ス
ト

ア
3
7
6

8
0
5
3

テ
ー

マ
パ

ー
ク

7
5
4

6
0
3
3

調
剤

薬
局

2
3
7

8
3
1
1

一
般

病
院

4
5
5

6
0
5
1

ガ
ソ

リ
ン

ス
タ

ン
ド

1
0
9
3

9
1
2
1

労
働

者
派

遣
業

3
3
9

6
0
9
1

ホ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
7
8
9

9
2
3
1

警
備

業
4
5

合
計

1
6
2
7
3
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表
5
.
 
業

種
毎

S
S
I
キ

ー
ワ

ー
ド

出
現

率
（

S
S
I
-
1
キ

ー
ワ

ー
ド

グ
ル

ー
プ

）
 

 

  
細

分
類

業
種

名
知

識
認

識
技

術
ノ

ウ
ハ

ウ
方

法
手

法
手

腕
実

力
科

学
技

術
工

学
3
7
2
1

移
動

電
気

通
信

業
0
.0

0
0
1
6
2

0
.0

0
0
3
6

0
.0

0
7
3
7
2

0
.0

0
0
4
6
9

0
.0

0
0
4
3
7

0
.0

0
0
5
0
9

0
.0

0
0
1
1
7

0
.0

0
0
1
4
6

2
.6

8
E
-
0
5

0
.0

0
0
1
4
7

3
8
2
3

衛
星

放
送

業
0

0
.0

0
0
2
2
1

0
.0

0
2
2
0
9

0
.0

0
0
3
8
7

0
.0

0
0
6
6
3

0
.0

0
0
3
3
1

0
.0

0
0
1
6
6

0
.0

0
0
1
1

5
.5

2
E
-
0
5

0
3
8
3
1

有
線

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

業
0

0
.0

0
0
1
3
8

0
.0

0
4
1
4

0
.0

0
0
5
5
2

0
0
.0

0
0
1
3
8

0
.0

0
0
1
3
8

0
.0

0
0
1
3
8

0
0

3
9
2
9

そ
の

他
の

情
報

処
理

・
提

供
サ

ー
ビ

ス
業

0
.0

0
1
8
2

0
0
.0

0
7
8
8
5

0
.0

0
1
0
1
1

0
.0

0
0
4
0
4

0
.0

0
1
0
1
1

0
.0

0
0
2
0
2

0
.0

0
0
2
0
2

0
0
.0

0
0
2
0
2

4
0
1
2

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
サ

ー
ビ

ス
・
コ

ン
テ

ン
ツ

・
プ

ロ
バ

イ
ダ

0
.0

0
0
1
3

0
0
.0

0
3
8
9
6

0
.0

0
1
2
9
9

0
.0

0
0
3
9

0
.0

0
0
5
1
9

0
.0

0
0
2
6

0
0

0
.0

0
0
1
3

4
0
1
3

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
利

用
サ

ポ
ー

ト
業

0
.0

0
0
4
8
9

0
.0

0
0
4
2
8

0
.0

0
7
8
8
7

0
.0

0
0
9
5
4
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1
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7
1
1

倉
庫
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庫
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）
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1
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6
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5

5
.2
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5

5
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1
1
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業
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業
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も
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9
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類

卸
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業
0
.0
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0
3
9
9
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0
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0
8
6
4
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.0

0
1
4
6
3

0
.0

0
0
3
9
9

0
.0
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0
1
3
3
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0

6
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0
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6
1
1

百
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ー
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0
3
8
7
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0
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8
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0
.0
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0
3
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0

5
8
9
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コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

（
飲

食
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も
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に

限
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ラ
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9
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1
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7
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1
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0
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0
4
1
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0
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3
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8

7
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9
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-
0
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0
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0
0
1
3

2
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E
-
0
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5
.1

9
E
-
0
5

6
0
3
3

調
剤

薬
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0
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2

7
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8
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8
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2
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4
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1
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1
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5
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ガ
ソ

リ
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ス
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ン
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1
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9
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-
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3
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ホ
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ム
セ

ン
タ
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4
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9
8

中
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品
小
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骨

と
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）
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1
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7
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7
3
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0
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6
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3
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1
8
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-
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5
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E
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0
6
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信
託

銀
行

0
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1
1
8

0
.0

0
0
3
3
9

0
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0
6
7

0
.0
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0
3
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.0

0
0
5
8
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9
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け
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金
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細
分

類
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種
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交
換

交
流

交
代

協
調

提
携

連
携

協
力

競
合

競
争

3
7
2
1

移
動

電
気

通
信

業
0
.0

0
0
6
9
8

0
.0

0
0
2
3
3

0
.0

0
0
2
7
5

7
.8

7
E
-
0
5

0
.0

0
1
5
5
4

0
.0

0
0
7
3
5

0
.0

0
0
6
3
8

0
.0

0
0
4
9
4

0
.0

0
4
2
3

3
8
2
3

衛
星

放
送

業
5
.5

2
E
-
0
5

5
.5

2
E
-
0
5

0
.0

0
0
2
7
6

0
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0
0
1
1

0
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0
1
3
2
6

0
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0
3
8
7

0
.0

0
1
7
1
2

0
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0
0
7
7
3

0
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0
3
0
9
3

3
8
3
1

有
線

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

業
0
.0

0
1
1
0
4

0
.0

0
0
1
3
8

0
.0

0
0
1
3
8

0
0
.0

0
2
0
7

0
.0

0
0
8
2
8

0
.0

0
0
4
1
4

0
.0

0
0
6
9

0
.0

0
6
9

3
9
2
9

そ
の

他
の

情
報

処
理

・
提

供
サ

ー
ビ

ス
業

0
.0

0
1
4
1
5

0
.0

0
1
0
1
1

0
0

0
.0

0
1
0
1
1

0
.0

0
1
2
1
3

0
.0

0
1
0
1
1

0
.0

0
0
8
0
9

0
.0

0
1
4
1
5

4
0
1
2

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
サ

ー
ビ

ス
・
コ

ン
テ

ン
ツ

・
プ

ロ
バ

イ
ダ

0
.0

0
1
2
9
9

0
.0

0
0
9
0
9

0
0

0
.0

0
3
1
1
6

0
.0

0
0
7
7
9

0
.0

0
0
1
3

0
.0

0
0
7
7
9

0
.0

0
3
7
6
6

4
0
1
3

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
利

用
サ

ポ
ー

ト
業

0
.0

0
1
1
7
6

0
.0

0
0
4
1
2

9
.1

6
E
-
0
5

0
.0

0
0
1
1
5

0
.0

0
2
4
5
8

0
.0

0
0
9
0
1

0
.0

0
1
1
6
1

0
.0

0
0
3
5
1

0
.0

0
2
9
4
7

4
1
2
1

レ
コ

ー
ド

制
作

業
0
.0

0
0
2
8
5

0
.0

0
0
3
6
6

0
.0

0
0
4
8
8

0
0
.0

0
0
8
9
4

0
.0

0
0
4
8
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遊

園
地

（
テ

ー
マ

パ
ー

ク
を

除
く
）

8
0
5
3
テ

ー
マ

パ
ー

ク
3
8
3
1
有

線
テ

レ
ビ

ジ
ョ
ン

放
送

業
7
0
1
1
総

合
リ

ー
ス

業
3
8
2
3
衛

星
放

送
業

4
7
1
1
倉

庫
業

（
冷

蔵
倉

庫
業

を
除

く
）

4
0
1
3
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

利
用

サ
ポ

ー
ト

業
8
3
1
1
一

般
病

院
4
3
2
1
一

般
乗

用
旅

客
自

動
車

運
送

業
5
9
1
1
自

動
車

（
新

車
）
小

売
業

9
1
2
1
労

働
者

派
遣

業
4
6
1
1
航

空
運

送
業

6
2
2
1
普

通
銀

行
6
0
5
1
ガ

ソ
リ

ン
ス

タ
ン

ド
6
2
2
3
信

託
銀

行

6
4
1
1
消

費
者

向
け

貸
金

業
6
7
1
1
生

命
保

険
業

（
郵

便
保

険
業

，
生

命
保

険
再

保
険

業
を

除
く
）

6
4
3
1
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
業

6
7
2
1
損

害
保

険
業

（
損

害
保

険
再

保
険

業
を

除
く
）

S
S
I-

1
, 
S
S
I-

2

S
S
I-

3

L H

図
2
.
 
セ

ク
タ

ー
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図
3
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シ
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細

分
類

名
称

業
種

別
平

均
伸

び
率

出
現

率
(S

S
I-

1
+
S
S
I-

2
)

3
7
2
1

移
動

電
気

通
信

業
4
.2

6
%

1
.8

7
%

3
8
2
3

衛
星

放
送

業
2
.1

7
%

1
.1

9
%

3
8
3
1

有
線

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

業
2
.1

7
%

1
.7

5
%

3
9
2
9

そ
の

他
の

情
報

処
理

・
提

供
サ

ー
ビ

ス
業

5
.1

3
%

2
.0

6
%

4
0
1
2

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
サ

ー
ビ

ス
・
コ

ン
テ

ン
ツ

・
プ

ロ
バ

イ
ダ

5
.1

3
%

1
.7

4
%

4
0
1
3

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
利

用
サ

ポ
ー

ト
業

5
.1

3
%

2
.1

4
%

4
1
2
1

レ
コ

ー
ド

制
作

業
-
2
.8

5
%

1
.0

0
%

4
1
4
1

出
版

業
-
0
.7

3
%

0
.9

5
%

4
2
1
1

普
通

鉄
道

業
0
.4

5
%

0
.8

7
%

4
3
2
1

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
業

0
.1

6
%

1
.1

1
%

4
6
1
1

航
空

運
送

業
1
.5

3
%

1
.4

3
%

4
7
1
1

倉
庫

業
（
冷

蔵
倉

庫
業

を
除

く
）

-
0
.1

0
%

0
.7

5
%

5
0
1
1

各
種

商
品

卸
売

業
（
従

業
者

が
常

時
1
0
0
人

以
上

の
も

の
）

0
.6

3
%

1
.2

5
%

5
2
2
2

酒
類

卸
売

業
0
.6

3
%

1
.2

4
%

5
6
1
1

百
貨

店
，

総
合

ス
ー

パ
ー

-
0
.4

4
%

1
.1

4
%

5
8
9
1

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

（
飲

食
料

品
を

中
心

と
す

る
も

の
に

限
る

）
-
0
.4

4
%

1
.2

3
%

5
9
1
1

自
動

車
（
新

車
）
小

売
業

-
0
.4

4
%

0
.9

5
%

6
0
3
1

ド
ラ

ッ
グ

ス
ト

ア
-
0
.4

4
%

1
.5

4
%

6
0
3
3

調
剤

薬
局

-
0
.4

4
%

1
.1

1
%

6
0
5
1

ガ
ソ

リ
ン

ス
タ

ン
ド

-
0
.4

4
%

1
.4

5
%

6
0
9
1

ホ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
-
0
.4

4
%

1
.3

1
%

6
0
9
8

中
古

品
小

売
業

（
骨

と
う

品
を

除
く
）

-
0
.4

4
%

1
.0

9
%

6
2
2
1

普
通

銀
行

1
.5

4
%

0
.8

9
%

6
2
2
3

信
託

銀
行

1
.5

4
%

0
.8

3
%

6
4
1
1

消
費

者
向

け
貸

金
業

1
.5

4
%

1
.5

5
%

6
4
3
1

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

業
1
.5

4
%

1
.1

1
%

6
5
1
3

投
資

運
用

業
1
.5

4
%

2
.1

2
%

6
7
1
1

生
命

保
険

業
（
郵

便
保

険
業

，
生

命
保

険
再

保
険

業
を

除
く
）

-
0
.7

2
%

1
.0

2
%

6
7
2
1

損
害

保
険

業
（
損

害
保

険
再

保
険

業
を

除
く
）

-
0
.7

2
%

1
.4

6
%

7
0
1
1

総
合

リ
ー

ス
業

1
.0

9
%

1
.1

4
%

7
2
4
1

公
認

会
計

士
事

務
所

2
.2

9
%

2
.3

8
%

7
2
4
2

税
理

士
事

務
所

2
.2

9
%

1
.7

2
%

7
3
1
1

広
告

業
2
.0

3
%

1
.5

6
%

7
5
1
1

旅
館

，
ホ

テ
ル

1
.4

1
%

0
.9

3
%

7
6
1
1

食
堂

，
レ

ス
ト

ラ
ン

（
専

門
料

理
店

を
除

く
）

1
.8

4
%

1
.0

8
%

7
9
1
1

旅
行

業
(旅

行
業

者
代

理
業

を
除

く
)

-
0
.1

0
%

0
.9

4
%

8
0
1
1

映
画

館
-
1
.3

7
%

0
.9

5
%

8
0
5
2

遊
園

地
（
テ

ー
マ

パ
ー

ク
を

除
く
）

-
1
.3

7
%

0
.7

2
%

8
0
5
3

テ
ー

マ
パ

ー
ク

-
1
.3

7
%

0
.9

0
%

8
3
1
1

一
般

病
院

3
.8

2
%

1
.1

9
%

9
1
2
1

労
働

者
派

遣
業

2
.2

9
%

1
.1

8
%

9
2
3
1

警
備

業
2
.2

9
%

1
.3

4
%

回
帰

統
計

重
相

関
 R

0
.6

2
9
4
5

重
決

定
 R

2
0
.3

9
6
2
0
7

補
正

 R
2

0
.3

8
1
1
1
2

標
準

誤
差

0
.0

0
3
1
9
1

観
測

数
4
2

分
散

分
析

表

自
由

度
変

動
分

散
観

測
さ

れ
た

分
散

比
有

意
 F

回
帰

1
0
.0

0
0
2
6
7

0
.0

0
0
2
6
7

2
6
.2

4
7
8
7

7
.9

9
E
-
0
6

残
差

4
0

0
.0

0
0
4
0
7

1
.0

2
E
-
0
5

合
計

4
1

0
.0

0
0
6
7
5

係
数

標
準

誤
差

t
P
-
値

下
限

 9
5
%

上
限

 9
5
%

下
限

9
5
.0

%
上

限
9
5
.0

%
切

片
0
.0

1
1
5
5
5

0
.0

0
0
5
5
9

2
0
.6

8
5
6
8

5
.6

9
E
-
2
3

0
.0

1
0
4
2
6

0
.0

1
2
6
8
4

0
.0

1
0
4
2
6

0
.0

1
2
6
8
4

業
種

別
平

均
伸

び
率

0
.1

3
6
4
2
7

0
.0

2
6
6
2
9

5
.1

2
3
2
6
7

7
.9

9
E
-
0
6

0
.0

8
2
6
0
8

0
.1

9
0
2
4
6

0
.0

8
2
6
0
8

0
.1

9
0
2
4
6

図
4
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細

分
類

名
称

業
種

別
平

均
伸

び
率

出
現

率
(S

S
I-

1
+
S
S
I-

2
)

3
7
2
1

移
動

電
気

通
信

業
2
.8

1
%

1
.8

7
%

3
8
2
3

衛
星

放
送

業
-
0
.2

9
%

1
.1

9
%

3
8
3
1

有
線

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送

業
-
0
.2

9
%

1
.7

5
%

3
9
2
9

そ
の

他
の

情
報

処
理

・
提

供
サ

ー
ビ

ス
業

1
.3

1
%

2
.0

6
%

4
0
1
2

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
サ

ー
ビ

ス
・
コ

ン
テ

ン
ツ

・
プ

ロ
バ

イ
ダ

1
.3

1
%

1
.7

4
%

4
0
1
3

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
利

用
サ

ポ
ー

ト
業

1
.3

1
%

2
.1

4
%

4
1
2
1

レ
コ

ー
ド

制
作

業
0
.1

8
%

1
.0

0
%

4
1
4
1

出
版

業
-
1
.5

5
%

0
.9

5
%

4
2
1
1

普
通

鉄
道

業
-
0
.6

0
%

0
.8

7
%

4
3
2
1

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
業

-
0
.1

8
%

1
.1

1
%

4
6
1
1

航
空

運
送

業
-
0
.5

4
%

1
.4

3
%

4
7
1
1

倉
庫

業
（
冷

蔵
倉

庫
業

を
除

く
）

-
1
.0

0
%

0
.7

5
%

5
0
1
1

各
種

商
品

卸
売

業
（
従

業
者

が
常

時
1
0
0
人

以
上

の
も

の
）

1
.3

3
%

1
.2

5
%

5
2
2
2

酒
類

卸
売

業
1
.3

3
%

1
.2

4
%

5
6
1
1

百
貨

店
，

総
合

ス
ー

パ
ー

0
.3

5
%

1
.1

4
%

5
8
9
1

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

（
飲

食
料

品
を

中
心

と
す

る
も

の
に

限
る

）
0
.3

5
%

1
.2

3
%

5
9
1
1

自
動

車
（
新

車
）
小

売
業

0
.3

5
%

0
.9

5
%

6
0
3
1

ド
ラ

ッ
グ

ス
ト

ア
0
.3

5
%

1
.5

4
%

6
0
3
3

調
剤

薬
局

0
.3

5
%

1
.1

1
%

6
0
5
1

ガ
ソ

リ
ン

ス
タ

ン
ド

0
.3

5
%

1
.4

5
%

6
0
9
1

ホ
ー

ム
セ

ン
タ

ー
0
.3

5
%

1
.3

1
%

6
0
9
8

中
古

品
小

売
業

（
骨

と
う

品
を

除
く
）

0
.3

5
%

1
.0

9
%

6
2
2
1

普
通

銀
行

-
1
.0

3
%

0
.8

9
%

6
2
2
3

信
託

銀
行

-
1
.0

3
%

0
.8

3
%

6
4
1
1

消
費

者
向

け
貸

金
業

-
1
.0

3
%

1
.5

5
%

6
4
3
1

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

業
-
1
.0

3
%

1
.1

1
%

6
5
1
3

投
資

運
用

業
-
1
.0

3
%

2
.1

2
%

6
7
1
1

生
命

保
険

業
（
郵

便
保

険
業

，
生

命
保

険
再

保
険

業
を

除
く
）

-
2
.5

4
%

1
.0

2
%

6
7
2
1

損
害

保
険

業
（
損

害
保

険
再

保
険

業
を

除
く
）

-
2
.5

4
%

1
.4

6
%

7
0
1
1

総
合

リ
ー

ス
業

5
.0

3
%

1
.1

4
%

7
2
4
1

公
認

会
計

士
事

務
所

0
.5

3
%

2
.3

8
%

7
2
4
2

税
理

士
事

務
所

0
.5

3
%

1
.7

2
%

7
3
1
1

広
告

業
-
0
.5

9
%

1
.5

6
%

7
5
1
1

旅
館

，
ホ

テ
ル

0
.5

2
%

0
.9

3
%

7
6
1
1

食
堂

，
レ

ス
ト

ラ
ン

（
専

門
料

理
店

を
除

く
）

-
0
.0

4
%

1
.0

8
%

7
9
1
1

旅
行

業
(旅

行
業

者
代

理
業

を
除

く
)

-
1
.0

0
%

0
.9

4
%

8
0
1
1

映
画

館
-
1
.3

3
%

0
.9

5
%

8
0
5
2

遊
園

地
（
テ

ー
マ

パ
ー

ク
を

除
く
）

-
1
.3

3
%

0
.7

2
%

8
0
5
3

テ
ー

マ
パ

ー
ク

-
1
.3

3
%

0
.9

0
%

8
3
1
1

一
般

病
院

-
0
.5

9
%

1
.1

9
%

9
1
2
1

労
働

者
派

遣
業

0
.5

3
%

1
.1

8
%

9
2
3
1

警
備

業
0
.5

3
%

1
.3

4
%

回
帰

統
計

重
相

関
 R

0
.3

2
3
3
5
6

重
決

定
 R

2
0
.1

0
4
5
5
9

補
正

 R
2

0
.0

8
2
1
7
3

標
準

誤
差

0
.0

0
3
8
8
6

観
測

数
4
2

分
散

分
析

表

自
由

度
変

動
分

散
観

測
さ

れ
た

分
散

比
有

意
 F

回
帰

1
7
.0

5
E
-
0
5

7
.0

5
E
-
0
5

4
.6

7
0
7
4
4

0
.0

3
6
7
2
3

残
差

4
0

0
.0

0
0
6
0
4

1
.5

1
E
-
0
5

合
計

4
1

0
.0

0
0
6
7
5

係
数

標
準

誤
差

t
P
-
値

下
限

 9
5
%

上
限

 9
5
%

下
限

9
5
.0

%
上

限
9
5
.0

%
切

片
0
.0

1
2
9
2
6

0
.0

0
0
6

2
1
.5

5
2
1
1

1
.2

6
E
-
2
3

0
.0

1
1
7
1
4

0
.0

1
4
1
3
8

0
.0

1
1
7
1
4

0
.0

1
4
1
3
8

業
種

別
平

均
伸

び
率

0
.0

9
7
7
3
2

0
.0

4
5
2
2
2

2
.1

6
1
1
9

0
.0

3
6
7
2
3

0
.0

0
6
3
3
6

0
.1

8
9
1
2
9

0
.0

0
6
3
3
6

0
.1

8
9
1
2
9

図
5
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細
分

類
名

称
業

種
別

平
均

伸
び

率
出

現
率

(S
S
I-

1
+
S
S
I-

2
)

3
7
2
1

移
動

電
気

通
信

業
4
.2

6
%

1
.8

7
%

3
9
2
9

そ
の

他
の

情
報

処
理

・
提

供
サ

ー
ビ

ス
業

5
.1

3
%

2
.0

6
%

4
0
1
2

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
サ

ー
ビ

ス
・
コ

ン
テ

ン
ツ

・
プ

ロ
バ

イ
ダ

5
.1

3
%

1
.7

4
%

4
1
2
1

レ
コ

ー
ド

制
作

業
-
2
.8

5
%

1
.0

0
%

4
1
4
1

出
版

業
-
0
.7

3
%

0
.9

5
%

4
2
1
1

普
通
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